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１ 東京の問題を考える懇談会・外郭団体専門部会

【部会員】

○樋 口 廣太郎 氏 アサヒビール(株) 名誉会長 ※座長

○牛 尾 治 朗 氏 ウシオ電機(株) 会長

○高 橋 宏 氏 郵船航空サービス(株) 社長

○徳 間 康 快 氏 (株)徳間書店 社長（第３回から）

（平成１２年９月２０日御逝去）

○鳥 海 巌 氏 丸紅(株) 会長

○宮 内 義 彦 氏 オリックス(株) 会長

○中 地 宏 氏 東京都参与（日本公認会計士協会会長）

○濵 渦 武 生 氏 東京都副知事（第６回から）
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２ 外郭団体専門部会検討経過及び提言内容

開催日及び議題 検討及び提言内容

平成１１年 12 月 27 日（月） （第１回） ○監理団体総点検の概要等

平成１２年２月３日（木） （第２回） ○監理団体総点検のための基本指針について

平成１２年５月９日（火） （第３回） ○検討内容

施設管理の一元化

○文化施設、体育施設のあり方について ・文化施設、スポーツ施設、都市公園及び海上

公園

○提案内容

・ネーミングライトの導入

・ＰＦＩの活用

・江戸東京博物館駐車場の有効活用

・国、都、区などの重複施設の整理

・施設のトップの公募採用

・経営トップの無報酬活用

・インターネットを活用した施設利用予約

・団体の努力が報われる管理委託方法 等

平成１２年６月 14 日（水） （第４回） ○検討内容

交通事業・ビル事業の課題及び改善策

○交通事業・ビル事業のあり方について ○提案内容

・ビル事業の証券化の検討

・常磐新線の開業と経営の見込み 等

平成１２年７月 13 日（木） （第５回） ○検討内容

経営評価制度の見直し等

○首都圏新都市鉄道（株）（常磐新線） ○提案内容

について ・評価指標の「財務」「組織」は不要、「成果」

○（株）多摩ニュータウン開発センター が重要

について ・コスト意識、費用対効果を評価する必要

○監理団体の経営評価について ・民間の評価指標を活用 等

平成１２年９月７日（木） （第６回） ○検討内容

・総点検結果の骨子案について

○首都圏新都市鉄道（株）（常磐新線） ・経営改善上の重要課題と基本的方向

について

○経営改善計画及び総点検結果の骨子案 ○提案内容

について ・団体そのものの必要性の検討が重要

平成１２年 10 月 23 日（月） （第７回） ○検討内容

・設立趣旨の見直し（統廃合等）

○総点検結果の最終案について ・基本指針に沿った見直し

・国に対する制度改善要求事項

○最終案を了承
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３ 監理団体総点検プロジェクトチーム及びワーキンググループ

検討経過

・平成１２年 ４月２６日（水） 監理団体総点検プロジェクトチーム及び

ワーキンググループ合同会（第６回）

議題「文化施設・体育施設の管理運営のあり方に

ついて（公益法人）等」

・平成１２年 ６月 ８日（木） 監理団体総点検プロジェクトチーム及び

ワーキンググループ合同会（第７回）

議題「交通事業・ビル事業の経営のあり方につい

て（株式会社）等」

・平成１２年 ７月１１日（火） 監理団体総点検プロジェクトチーム及び

ワーキンググループ合同会（第８回）

議題「東京都監理団体の経営評価制度、等」

・平成１２年 ７月１４日（金） 監理団体総点検ワーキンググループ（第９回）

議題「経営改善計画見直し案等」

・平成１２年 ９月 １日（金） 監理団体総点検プロジェクトチーム（第９回）

議題「経営改善計画及び総点検結果の骨子等」

・平成１２年 ９月 １日（金） 監理団体総点検ワーキンググループ（第１０回）

議題「経営改善計画及び総点検結果の骨子等」

・平成１２年 ９月２９日（金） 監理団体総点検ワーキンググループ（第１１回）

議題「監理団体総点検の未整理事項、等」

・平成１２年１０月２０日（金） 監理団体総点検プロジェクトチーム（第１０回）

及びワーキンググループ（第１２回）合同会

議題「監理団体総点検結果の最終案について」

・平成１２年１１月 ６日（月） 監理団体総点検プロジェクトチーム（第１１回）

及びワーキンググループ（第１３回）合同会

議題「監理団体総点検結果の公表（政策会議資料）

について」

・平成１２年１１月 ９日（木） 政策会議で「監理団体改革実施計画（東京都監理

団体総点検結果）」を決定

※ 第１回～第５回については、平成１１年度に開催



監 理 団 体 改 革 実 施 計 画 の 体 系 図

第１章 第２章 基本指針に沿った見直し 第３章 第４章
設立趣旨にさかのぼった見直し 団体改革の今後の進め方 団体別の見直し結果と経営

１ 都が取り組む事項 ２ 団体が取り組む事項 改善計画

①団体統廃合等 ①経営評価制度の見直し ①団体事業の効率化 ①団体改革を進行管理する ①各団体の見直し結果
○団体統廃合 ○目標管理の徹底 ○施設別・事業別会計制度の導入 組織体制 ○設立趣旨・目的
○事業再編 ○評価結果の明確化 ○都からの財政支出額の３０％削 ○フォローアップ組織 ○現状
○都から団体への新規委託 ○評価結果を経営改善に反映 減 ・副知事をトップとし ○課題
○都の関与の程度を整理 ○顧客満足度調査の実施 た庁内組織 ○見直し結果

②役員業績評価制度の見直し ○アウトソーシング ・監理団体及び行政改
②都からの財政支出及び役職員 ○業績評価結果を役員報酬へ ○契約方法の見直し 革全般を進行管理 ②各団体の経営改善計画

数 反映 ○独自事業の見直し ・事務局は総務局行政 （平成１２～１５年度）

○財政支出 改革推進室 ○団体概要
平成１５年度までの削減目 ③都からの委託費等の支出方法 ②経営責任の明確化 ○必要に応じて外部専門 ○経営方針
標を設定 等の改善 ○都ＯＢ役員の原則６５歳定年制 家を活用 ○数値目標

○役職員数 ○利用料金制の導入・検証 の徹底 ○基本指針に沿った改善
平成１５年度までの削減目 ○普通財産の貸付の有償化 ○理事長等の充て職廃止 ②国に対する制度改善要求 事項
標を設定 ○定額補助制度の検証 ○民間の人材の積極的活用 ○公の施設の管理委託制

○委託費の人件費標準算定方 ○常勤役員の削減 度の改善
③団体数 式の導入の検討 ○国庫補助金を受けて設

６２団体 → ４７団体 ○特命随意契約から競争入札 ③簡素・効率的な執行体制の確立 置された施設の処分の
への変更の検討 ○職層の減少や組織改正による組 制限緩和

織・機構の簡素・効率化 ○芸術文化団体への寄付
④役員の充て職廃止 など 金に対する税制上の優

遇措置の拡充
⑤監理団体指導監督事務要綱・ ④固有職員等の人事・給与制度の見 など

基準の改正 直し
○団体区分の廃止 ○自己申告・業績評価制度の導入
○報告団体との関係の明確化 ○一時金へ業績評価結果を反映
○他団体への出資の適正化 ○定期昇給の５５歳停止

など

⑤情報公開制度の実施
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